
（単位：千円）

 流動資産　 3,151,595  流動負債 2,276,324

現金及び預金 2,162,746 買掛金 167,959

売掛金 730,319 短期借入金 700,000

商品 24,468 一年内返済社債 40,000

貯蔵品 29,643 一年内返済長期借入金 230,785

前払費用 195,563 リース債務 9,184

短期貸付金 515 未払金 130,008

未収入金 13,846 未払費用 500,368

貸倒引当金 △ 5,611 未払法人税等 75,773

その他 104 未払消費税等 159,009

前受金 98,005

預り金 10,717

 固定資産 434,963 賞与引当金 154,512

有形固定資産 77,418

建物付属設備 87,326

工具・器具・備品 22,447  固定負債 270,769

リース自動車 40,747 社債 60,000

リース器具備品 14,729 長期借入金 175,452

減価償却累計額 △ 87,831 リース債務 22,402

無形固定資産 39,019 資産除去債務 12,914

商標権 942

ソフトウェア 38,077  負債合計 2,547,093

投資その他の資産 318,524

関係会社株式 68,000  株主資本 1,040,798

投資有価証券 4,935 資本金 80,500

長期貸付金 2,465 資本剰余金 45,500

長期前払費用 624 資本準備金 45,500

敷金 141,525 利益剰余金 914,810

差入保証金 4,882 その他利益剰余金 914,810

繰延税金資産 96,092 　繰越利益剰余金 914,810

（うち当期純利益）

自己株式 △ 12

 評価・換算差額等 △ 1,333

その他有価証券評価差額金 △ 1,333

純資産合計　　　 1,039,465

資産合計　 3,586,558 負債・純資産合計 3,586,558

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております

（　　　〇　381,828)

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

（純 資 産 の 部）
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重要な会計方針 

 

（１）資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式    移動平均法による原価法 

その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

…期末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法によって処理し売却原価は移動平均法により算定） 

市場価格のない株式等 

…移動平均法による原価法 

②棚卸資産の評価基準及び評価方法 

先入先出法 (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定） 

 

（２）固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。なお、2007年４月１日以降取得した建物（附属設備を除く。）及

び 2016年４月１日以降取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しており

ます。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間定額法を採用

しております。 

 

（３）引当金の計上基準 

①貸倒引当金    

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により貸倒懸念債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

 

②賞与引当金   

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担分を計上しております。 

 

 

 

 



（４）収益及び費用の計上基準 

①スクール事業 

当社の運営するスポーツスクールは、会員に対してスポーツ指導を提供することを履行義務とし

ております。月会費については毎月履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

取引の対価は概ね各月において履行義務の充足する当月に受領する、もしくは履行義務の充足時

点から概ね１ヶ月以内に受領しております。またイベント売上の主な履行義務は、スポーツスク

ールと関連したイベント開催(合宿、大会、等)を行い、引率及び指導を行うことです。取引の対

価は概ね履行義務の充足する日以前に受領しております。 

  

②ソーシャル事業 

ソーシャル事業については、主に自治体より受領する委託契約に基づき、部活動や体育授業にお

けるスポーツ指導の提供を履行義務としております。受託・指定の契約期間に基づいて一定期間

にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗

度に基づき履行義務が充足されますが、主に計算期間の単位を１ヶ月とし、月単位で収益を認識

しております。なお、取引の対価は契約に基づく入金条件により受領しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


